
 四日市市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和２年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第２８号 

   四日市市母子保健法施行細則の一部を改正する規則  

 四日市市母子保健法施行細則（平成２０年四日市市規則第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（養育医療の給付申請） （養育医療の給付申請） 

第２条 省令第９条第１項の規定による

申請（第４条に規定する申請を除く。）

は、養育医療給付申請書（新規・継続）

（第１号様式）に次の各号に掲げる書類

を添付して、申請を行うものとする。 

第２条 省令第９条第１項の規定による

申請（第４条に規定する申請を除く。）

は、養育医療給付申請書（新規・継続）

（第１号様式）に次の各号に掲げる書類

を添付して、申請を行うものとする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 医療保険各法（健康保険法（大正１

１年法律第７０号）、船員保険法（昭

和１４年法律第７３号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、国家公務員共済組合法（昭和３

３年法律第１２８号）、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）又は

地方公務員等共済組合法（昭和３７年

法律第１５２号）をいう。以下同じ。）

に係る未熟児の被扶養者証等（当該未

熟児が当該医療保険各法の被扶養者

等である場合に限る。） 

(3) 未熟児の属する世帯の所得税又は

市民税の課税の状況が判断できる書

類又は証明書 

(4) 養育医療給付事業寡婦（夫）みなし

適用申請書（第３号様式の２）)（別

表備考９(1)から(3)までのいずれか

 



に該当する者に限る。） 

 

改正後 

別表（第９条関係） 

世帯の階層区分 徴収基準月額 加算月額 

 （略） 

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市民税均等割

の額のみの課税世帯 

５，４００円 ５４０円 

Ｄ１ Ａ階層、Ｂ階層及び

Ｃ階層を除き当該

年度分の市民税の

課税世帯であって、

その市民税所得割

の額の区分が右の

区分に該当する世

帯 

１５，０００円以下 ７，９００円 ７９０円 

Ｄ２ １５，００１円以上 

２１，０００円以下 

１０，８００

円 

１，０８０円 

Ｄ３ ２１，００１円以上 

５１，０００円以下 

１６，２００

円 

１，６２０円 

Ｄ４ ５１，００１円以上 

８７，０００円以下 

２２，４００

円 

２，２４０円 

Ｄ５ ８７，００１円以上 

１７１，３００円以

下 

３４，８００

円 

３，４８０円 

Ｄ６ １７１，３０１円以

上 

２５２，１００円以

下 

４９，４００

円 

４，９４０円 

Ｄ７ ２５２，１０１円以

上 

３４２，１００円以

下 

６５，０００

円 

６，５００円 

Ｄ８ ３４２，１０１円以

上 

４５０，１００円以

下 

８２，４００

円 

８，２４０円 

Ｄ９ ４５０，１０１円以 １０２，００ １０，２００



上 

５７９，０００円以

下 

０円 円 

Ｄ１０ ５７９，００１円以

上 

７００，９００円以

下 

１２３，４０

０円 

１２，３４０

円 

Ｄ１１ ７００，９０１円以

上 

８４９，０００円以

下 

１４７，００

０円 

１４，７００

円 

Ｄ１２ ８４９，００１円以

上 

１，０４１，０００

円以下 

１７２，５０

０円 

１７，２５０

円 

Ｄ１３ １，０４１，００１

円以上 

１，２２２，５００

円以下 

１９９，９０

０円 

１９，９９０

円 

Ｄ１４ １，２２２，５０１

円以上 

１，４２３，５００

円以下 

２２９，４０

０円 

２２，９４０

円 

Ｄ１５ １，４２３，５０１

円以上 

全額 左の徴収基準

月額の１割。

ただし、当該

額が２６，３

００円に満た

ない場合は２

６，３００円 

備考 

１ この表のＣ階層における「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）



第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｄ１～Ｄ１５階層における

「所得割」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合には、

同法第３１４条の７、同法３１４条の８、同法附則第５条第３項、第５条の４第６

項及び第５条の４の２第６項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。  

２ 当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明

するまでの期間は、前年度の市民税によるものとする。 

３ 徴収基準額表の適用時期 

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年７月１日を起点として取扱う

ものとする。 

４ 徴収月額の決定の特例 

(1)及び(2) （略） 

(3) １０円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。  

(4) 児童に民法（明治29 年法律第89 号）第877 条に規定する当該児童の扶養義務

者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市

民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定す

るものとする。 

５ 世帯階層区分の認定 

(1) 認定の原則 

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現

に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、そ

の市民税の課税の有無等により行うものである。 

(2) 認定の基礎となる用語の定義  

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位

を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこ

と、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時

土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅

することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているも

のとする。 

イ 「扶養義務者」というのは、民法第８７７条に定められている直系血族（父

母、祖父母、養父母等）、兄弟姉妹（ただし、就学児童、乳幼児等１８歳未満

の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないも

のとする。）並びにそれ以外の三親等内の親族（叔父、叔母等）で家庭裁判所



が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。  

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して

扶養を履行している者（以下「世帯外扶養義務者」という。）の他は、認定に

際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 

６及び７ （略） 

８ 平成３０年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、Ｂ階層の対象

世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、Ａ階層と同様の取

扱いとすること。 

９ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第２９２条第

１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定する寡夫とみなし、その者の

前年の所得（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する所得金額の合計額。１

月から６月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。）が同法第２９

５条第１項第２号の規定に該当するときは、市民税非課税として取扱う。  

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市民税非課税として取り

扱う者以外の者については、１における所得割の額を計算する場合には、総所得金

額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあ

っては２６万円を、(2)に該当する場合にあっては３０万円を控除するものとする。 

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののう

ち、扶養親族その他その者と生計を一にする子（前年の所得が所得税法第８６条

第１項の規定により控除される額（以下「基礎控除額」という。）以下である子

（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。））を有す

るもの（(2)に掲げる者を除く。） 

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が５００

万円以下であるもの 

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののう

ち、その者と生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有し、

前年の所得が５００万円以下であるもの 

 

改正前 

別表（第９条関係） 

世帯の階層区分 徴収基準月 加算月額 



額 

 （略） 

Ｃ１ Ａ階層及びＤ階層

を除き当該年度分

の市民税の課税世

帯であって、その市

民税の額の区分が

右の区分に該当す

るもの 

均等割の額のみの

世帯（所得割の額の

ない世帯） 

５，４００円 ５４０円 

Ｃ２ 所得割の額のある

世帯 

７，９００円 ７９０円 

Ｄ１ Ａ階層及びＢ階層

を除き前年度分の

所得税課税世帯で

あって、その所得税

の額の区分が右の

区分に該当するも

の 

１５，０００円以下 １０，８００

円 

１，０８０円 

Ｄ２ １５，００１円以上 

４０，０００円以下 

１６，２００

円 

１，６２０円 

Ｄ３ ４０，００１円以上 

７０，０００円以下 

２２，４００

円 

２，２４０円 

Ｄ４ ７０，００１円以上 

１８３，０００円以

下 

３４，８００

円 

３，４８０円 

Ｄ５ １８３，００１円以

上 

４０３，０００円以

下 

４９，４００

円 

４，９４０円 

Ｄ６ ４０３，００１円以

上 

７０３，０００円以

下 

６５，０００

円 

６，５００円 

Ｄ７ ７０３，００１円以

上 

１，０７８，０００

円以下 

８２，４００

円 

８，２４０円 

Ｄ８ １，０７８，００１ １０２，００ １０，２００



円以上 

１，６３２，０００

円以下 

０円 円 

Ｄ９ １，６３２，００１

円以上 

２，３０３，０００

円以下 

１２３，４０

０円 

１２，３４０

円 

Ｄ１０ ２，３０３，００１

円以上 

３，１１７，０００

円以下 

１４７，００

０円 

１４，７００

円 

Ｄ１１ ３，１１７，００１

円以上 

４，１７３，０００

円以下 

１７２，５０

０円 

１７，２５０

円 

Ｄ１２ ４，１７３，００１

円以上 

５，３３４，０００

円以下 

１９９，９０

０円 

１９，９９０

円 

Ｄ１３ ５，３３４，００１

円以上 

６，６７４，０００

円以下 

２２９，４０

０円 

２２，９４０

円 

Ｄ１４ ６，６７４，００１

円以上 

全額 左の徴収基

準月額の１

割。ただし、

当該額が２

６，３００円

に満たない

場合は２６，

３００円 

備考 



１ この表のＣ１階層における「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、Ｃ２階層におけ

る「所得割」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合に

は、同法第３１４条の７、同法第３１４条の８、同法附則第５条第３項及び第５

条の４第６項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。 

２ この表のＤ１～Ｄ１４階層における「所得税額」とは、所得税法（昭和４０

年法律第３３号）、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）、災害被害者に

対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）及び

平成２３年７月１５日雇児発０７１５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭

局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得

税の額をいう。 

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

(1) 所得税法第７８条第１項、第２項第１号、第２号（地方税法第３１４条の７

第１項第２号に規定する寄付金に限る。）、第３号（地方税法第３１４条の７

第１項第２号に規定する寄付金に限る。）、第９２条第１項、第９５条第１項、

第２項及び第３項 

(2) 租税特別措置法第４１条第１項、第２項及び第３項、第４１条の２、第４１

条の３の２第４項及び第５項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の

３第１項及び第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１条の

１９の５第１項 

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３号）附則第１

２条 

３ 前年分の所得税又は当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱い

については、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市民

税によるものとする。 

４ 徴収月額の決定の特例 

(1)及び(2) （略） 

(3) 児童に民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定する当該児童の扶

養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童

本人に所得税又は市民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準

じて徴収月額を決定するものとする。 



５ 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で

現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、

その所得税の課税の有無等により行うものとする。  

６及び７ （略） 

 

 第３号様式を次のように改める。 

 

 

 



第3号様式（第2条関係）

世
帯
外
扶
養
義
務
者

児
童
の
属
す
る
世
帯
構
成

職業
（勤務先電話番号）

続柄 性別 生年月日
世帯構成員名
（個人番号）

(申請者)

(受給者)

本人

世帯全体の合計所得税額 階層区分

市　記　入　欄

受給者氏名

市民税額
確定申告
の有無

申請者氏名

世 帯 調 書

※太線の枠内のみご記入ください。

＜備考欄＞

＜備考欄＞

＜住所＞

＜住所＞



（裏面）

＜記入上の注意点＞

１．「世帯構成員」とは、児童本人と生計を共にしている者をいい、この調書には本人を

含めて全構成員を記入してください。

２．確定申告をされた場合は、「確定申告の有無」欄に「有」と記入し、確定申告をされて

いない場合は、「無」と記入してください。

３．「世帯外扶養義務者」の欄には、世帯構成員以外で現に児童本人に対して扶養を

履行している扶養義務者がいる場合にのみ記入してください。

４．申請後給付が終了するまでの間に記載事項に変更が生じた場合は、その旨を申請

書を提出したこども保健福祉課へ届け出てください。



 第３号様式の次に次の１様式を加える。 



第３号様式の２（第２条関係） 

 年  月  日 

 

養育医療給付事業 寡婦（夫）みなし適用申請書 

 

四日市市長  殿 

 

申請者氏名：             

子の名前：           

住 所：               

  

私は、養育医療給付事業利用にあたり、当該事業の費用負担の算定に関して、寡婦又は寡夫のみな

し適用を受けたいので、添付書類を添えて申請致します。 

 

【寡婦又は寡夫とみなされる者として該当する番号をチェックしてください】 
 

□ ① 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族そ

の他その者と生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有するもの 
 
□ ② ①に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が５００万円以下であるも

の 
 
□ ③ 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生

計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有し、前年の所得が５００万円以下

であるもの 
 
（注１）「前年の所得」とは、地方税法第３１３条第１項に規定する所得（総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額）の合計額となります。また、本事業の利用日が１月から６月の場合は、前々年

の所得となります。 
 

（注２）「基礎控除額」とは、所得税法第８６条第１項の規定により控除される額（３８万円）となりま

す。 
 

【添付書類】 

（１）申請者・子の戸籍全部事項証明書 

（２）申請者の所得・課税証明書（四日市市で所得状況が確認できない場合のみ） 
 

【注意事項】（申請にあたっては、下記の内容について同意の上申請を行ってください。） 

・四日市市が必要と認めた範囲において、児童扶養手当の支給に関する情報や申請者及び対象とな

る子の課税状況等の寡婦（夫）とみなすために必要な情報を関係部署に照会又は情報提供する場合

があります。 

・また、本事業利用後において、申請内容に虚偽があった場合は、寡婦（夫）みなし適用を取り消し、

当該申請に基づき適用された利用料の減額分について、全額返還いただくこととなります。 



   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

（こども未来部こども保健福祉課） 


